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は
じ
め
に

　

後
鳥
羽
上
皇
の
治
世
は
、
日
本
史
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
後
鳥
羽
上
皇
が
と
り
わ
け
愛
好
し
た
離
宮
が
水

無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
で
あ
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
離
宮
に
関
し
て
は
単
体
の
別
業
と
し
て
認
識
さ
れ
、
こ
の
離
宮
の
全

体
構
造
の
復
元
や
こ
れ
を
都
市
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

筆
者
は
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
年
よ
り
こ
の
離
宮
の
研
究
に
取
り
組
み
、
そ
の
構
造
の
復
元
を
試
み
た
。
そ
し
て
、
こ
の
離

宮
が
、
政
治
や
経
済
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
、
当
時
の
日
本
に
あ
っ
て
都
市
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

本
稿
は
、
後
鳥
羽
上
皇
の
水
無
瀬
殿
の
空
間
構
成
と
機
能
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
に
京
都
女
子
大
学
で
行
っ
た

講
演
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
し
た
部
分
も
多
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
講
演
の
レ
ジ

宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
の
空
間
構
成
と
機
能
に
つ
い
て

豊

田

裕

章
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メ
と
と
も
に
当
日
配
布
し
て
い
た
だ
い
た
旧
稿
（
豊
田
裕
章
二
〇
一
六
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

一
、
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
の
空
間
構
成

（
一
）
立
地

　

水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
の
所
在
す
る
水
無
瀬
の
地
は
、
摂
津
国
嶋
上
郡
に
あ
り
、
現
在
の
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
に
相
当
す
る
。

こ
の
地
は
河
陽
と
も
呼
ば
れ
、
古
来
風
光
明
美
な
地
と
し
て
称
揚
さ
れ
た
。

　

水
無
瀬
離
宮
は
、
久
我
畷
の
よ
う
な
陸
路
や
、
淀
川
な
ど
の
舟
運
に
よ
り
京
と
通
じ
て
い
る
。
淀
川
を
渡
河
し
て
交
野
路
を
用
い
る

こ
と
に
よ
り
、
京
や
宇
治
を
経
る
こ
と
な
く
、
河
内
か
ら
大
和
、
さ
ら
に
は
東
国
方
面
へ
赴
く
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
伏
見
・
小
栗
栖
・

勧
修
寺
・
山
科
な
ど
を
経
て
、
近
江
、
北
陸
方
面
へ
と
繋
が
る
。
西
山
地
域
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丹
波
・
丹
後
方
面
へ
行
く
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
播
磨
大
路
、
津
門
の
中
道
な
ど
の
陸
路
や
、
淀
川
な
ど
の
舟
運
に
よ
っ
て
、
西
国
方
面
に
、
さ
ら
に
難
波
を
経
て
紀

伊
な
ど
の
南
海
道
の
諸
国
に
も
通
じ
る
。

　

水
無
瀬
は
、
こ
の
よ
う
に
四
通
八
達
の
地
で
あ
る
。
ま
た
、
天
王
山
と
男
山
に
挟
ま
れ
た
狭
隘
部
に
あ
り
、
京
と
西
国
と
の
人
や
物

資
の
出
入
り
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
流
通
や
経
済
上
の
要
地
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
軍
事
的
な
要
衝

で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
二
）
変
遷

　

筆
者
は
、
大
規
模
な
改
修
な
ど
を
指
標
と
し
て
、
こ
の
水
無
瀬
離
宮
の
変
遷
課
程
を
、
第
一
期
（
正
治
二
年
～
元
久
二
年
）、
第
二
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期
（
元
久
二
年
～
建
保
四
年
）、
第
三
期
（
建
保
五
年
～
承
久
三
年
）
に
区
分
し
た
。

　

第
一
期
は
、
源
通
親
の
「
水
成
瀬
山
庄
」
を
後
鳥
羽
上
皇
が
離
宮
と
し
た
時
期
で
あ
る
。
白
拍
子
合
な
ど
の
遊
興
が
盛
ん
に
行
わ
れ

た
。
ま
た
、『
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
な
ど
の
日
本
の
文
学
史
上
重
要
な
歌
合
が
開
か
れ
た
。

　

第
二
期
に
は
、
本
御
所
の
寝
殿
の
大
改
修
や
藤
原
重
子
（
修
明
門
院
）
の
た
め
の
小
御
所
の
建
設
、
上
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
蓮
華
寿

院
の
造
営
な
ど
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
笠
懸
な
ど
の
弓
馬
の
催
し
が
盛
ん
に
開
催
さ
れ
た
。
順
徳
天
皇
も
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
六

月
に
水
無
瀬
に
行
幸
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
鳥
羽
上
皇
皇
子
の
雅
成
親
王
が
、
水
無
瀬
に
「
六
条
宮
御
所
」
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

　

第
三
期
は
、
新
御
所
や
山
上
御
所
の
造
営
が
完
成
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
第
三
期
の
水
無
瀬
殿
は
、
本
御
所
や
新
御
所
、
南
御
所

か
ら
な
る
中
核
区
域
だ
け
で
な
く
、
そ
の
外
部
の
山
側
に
山
上
御
所
も
造
営
さ
れ
、
最
も
拡
充
さ
れ
た
構
造
と
な
っ
た
。『
明
月
記
』

に
は
、
伝
聞
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
に
公
私
の
土
木
事
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
人
々
に
土
地
の
分
給
が
あ
り
、
上
下
に
関
わ

ら
ず
商
売
の
営
み
が
な
さ
れ
、
平
安
京
の
重
要
な
市
場
で
あ
る
魚
市
が
移
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

な
お
、
水
無
瀬
殿
と
い
う
言
葉
は
、
構
成
す
る
複
数
の
御
所
群
や
関
連
施
設
の
総
称
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
正
式
に
は
、「
水
無
瀬
殿

〇
〇
御
所
」
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
御
所
と
い
う
言
葉
は
御
在
所
の
こ
と
で
あ
り
、
上
皇
や
天
皇
、
皇
族
な
ど
の
邸
宅
だ
け
で

な
く
、
そ
の
中
に
あ
る
広
御
所
の
よ
う
な
殿
舎
の
呼
称
、
御
座
所
そ
の
も
の
を
表
す
場
合
も
あ
る
。

（
三
）
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
の
諸
施
設

①
本
御
所

　

本
御
所
は
、
内
大
臣
源
通
親
の
水
成
瀬
山
庄
を
離
宮
に
し
て
以
来
の
御
所
で
あ
る
。
現
在
の
水
無
瀬
神
宮
が
、
そ
の
故
地
を
継
承
す
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る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
御
所
と
い
う
名
称
は
、
旧
御
所
の
意
味
で
は
な
く
、
本
所
御
所
、
根
本
御
所
の
意
味
で
あ
る
。
元
久
二

年
（
一
二
〇
五
）
の
大
改
修
後
の
寝
殿
は
、
少
な
く
と
も
母
屋
、
庇
、
南
広
庇
（
孫
庇
）
か
ら
成
る
構
造
で
あ
っ
た
。

　

母
屋
、
庇
、
孫
庇
か
ら
構
成
さ
れ
た
寝
殿
の
南
に
は
約
二
十
四
～
二
十
七
メ
ー
ト
ル
四
方
の
広
場
（
南
庭
）
が
あ
り
、
こ
こ
に
仮
設

の
懸
木
で
あ
る
切
立
を
立
て
て
、
蹴
鞠
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
御
所
は
、
東
側
が
水
路
に
接
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
西
側
が
ア
プ

ロ
ー
チ
空
間
で
あ
り
、
こ
こ
に
中
門
や
中
門
廊
、
御
車
宿
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
御
所
に
は
東
釣
殿
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

西
側
の
中
門
廊
の
南
端
に
は
釣
殿
な
ど
の
建
物
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、本
御
所
に
は
付
属
建
物
と
し
て
弘
御
所
（
広
御
所
）

が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
遊
女
を
着
座
さ
せ
て
常
儀
の
よ
う
に
郢
曲
や
神
歌
、
今
様
合
、
上
北
面
に
よ
る
乱
舞
な
ど
の
遊
興
が
行
わ
れ

た
。

　

な
お
、
こ
の
本
御
所
は
二
重
構
造
で
、
内
区
に
は
内
門
（
中
門
で
は
な
い
）
が
、
外
区
に
は
総
門
（
楼
門
か
）
が
開
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

②
小
御
所

　

第
二
期
の
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
二
月
に
、
藤
原
重
子
（
修
明
門
院
）
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
建
物
で
あ
る
。
藤
原
忠
綱
が
造
営

を
担
当
し
た
。
水
無
瀬
離
宮
の
小
御
所
に
は
、
間
口
三
間
、
梁
行
二
間
の
母
屋
の
四
面
に
庇
を
め
ぐ
ら
せ
贅
を
尽
く
し
た
寝
殿
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
台
盤
所
、
女
官
台
所
、
進
物
所
や
湯
殿
も
設
け
ら
れ
た
（『
仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』
所
収
の
藤
原
頼
資
の
『
勘
中
記
』）。

御
幸
始
が
小
御
所
か
ら
本
御
所
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
「
南
殿
」
に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
御
所
の
内
部
を
別
区
画

の
よ
う
に
仕
切
っ
た
か
、
或
い
は
そ
の
外
部
に
別
個
の
邸
第
と
し
て
建
設
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
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③
馬
場

　

水
無
瀬
殿
で
は
、
第
一
期
か
ら
第
二
期
に
か
け
て
、
競
馬
や
笠
懸
な
ど
の
弓
馬
の
催
し
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
島
本
町
立
島
本

第
一
小
学
校
の
西
側
に
は
、
現
在
も
南
北
幅
約
十
メ
ー
ト
ル
、
東
西
長
約
百
メ
ー
ト
ル
と
異
常
に
細
長
い
形
状
の
農
地
が
あ
る
。
こ
の

ラ
イ
ン
を
西
に
延
長
す
る
と
、
昭
和
三
十
年
代
頃
ま
で
、
標
高
約
六
十
メ
ー
ト
ル
、
比
高
約
四
十
メ
ー
ト
ル
の
小
山
で
あ
っ
た
百
山
と

い
う
高
台
に
達
す
る
。
東
に
延
長
す
る
と
、
本
御
所
の
跡
地
で
あ
る
水
無
瀬
神
宮
の
西
門
に
至
る
。

　
『
明
月
記
』
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
正
月
三
十
日
条
に
、
前
太
政
大
臣
大
炊
御
門
頼
実
や
尊
長
僧
都
等
が
念
人
と
な
り
笠
懸
を
観

覧
し
た
と
記
さ
れ
る
「
小
山
」
は
、
現
在
の
百
山
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
に
小
山
の
麓
に
新
御
所
が
建
設
さ

れ
る
以
前
は
、
馬
場
が
こ
の
麓
ま
で
伸
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
御
所
建
設
以
後
、
こ
の
馬
場
は
、
新
御
所
と
本
御
所
を
つ
な
ぐ

東
西
方
向
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し
て
の
機
能
を
高
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

④
馬
場
殿

　

水
無
瀬
殿
の
本
御
所
に
は
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三
期
と
馬
場
殿
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
存
在
し
た
。
第
二
期
の
馬
場
殿
で
は
、
笠
懸

の
観
覧
な
ど
と
と
も
に
蹴
鞠
や
小
弓
も
行
わ
れ
て
い
た
。
第
一
期
の
建
物
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
第
二
期
の
馬
場
殿
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
本
御
所
の
外
部
で
そ
の
西
側
に
あ
っ
た
。

　

な
お
、
馬
場
殿
は
修
法
の
場
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
仁
和
寺
に
は
、
第
三
期
の
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
三
月
に
仏
眼
法
の
修
法

が
行
わ
れ
た
際
の
、
水
無
瀬
殿
の
馬
場
殿
の
図
面
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
に
よ
る
と
、
馬
場
殿
は
北
向
き
に
造
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
馬
場
殿
は
馬
場
の
南
側
に
建
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
馬
場
殿
は
第
一
、
二
、
三
期
と
同
一
の
場
所
に
建
て
ら

れ
て
い
た
か
現
時
点
で
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
指
図
は
建
保
五
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
記
さ
れ
た
年
代
で
あ
る
第
三
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期
の
新
御
所
に
と
も
な
う
馬
場
殿
の
図
で
あ
ろ
う
。

図
一
は
、
こ
の
仁
和
寺
所
蔵
の
指
図
を
も
と
に
推
定

復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
長
廊

　

第
二
期
の
『
明
月
記
』
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）

九
月
二
十
日
条
に
は
、水
無
瀬
殿
の
建
物
と
し
て「
公

卿
殿
上
人
宿
所
長
廊
」
が
見
え
る
。
同
じ
く
第
二
期

の
建
暦
三
年
（
一
二
〇
六
）
十
二
月
二
日
条
に
は
、

後
鳥
羽
上
皇
が
長
廊
西
妻
を
宿
所
と
す
る
の
で
、
雑

舎
を
増
築
し
て
こ
こ
に
渡
御
し
た
と
記
す
。
筆
者
は
、

水
無
瀬
殿
に
あ
っ
た
長
廊
を
、『
後
鳥
羽
院
宸
記
』

の
建
保
二
年
（
一
二
〇
七
）
四
月
二
十
五
日
条
の
賀

茂
社
参
籠
に
関
す
る
記
事
な
ど
か
ら
、
本
御
所
内
部

の
殿
上
廊
や
中
門
廊
で
は
な
く
、
邸
外
の
独
立
し
た

長
廊
状
建
物
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

な
お
、
水
無
瀬
殿
に
は
、
こ
の
よ
う
な
長
廊
状
の

建
物
が
複
数
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
。『
増
鏡
』

図 1　建保 5 年（1217年）の水無瀬殿の馬場殿の推定復元図
仁和寺所蔵の「仏眼法道場図　建保 5 年 3 月　於水無瀬殿」をもとに、『春日権現験記』などの絵
画資料を参照して推定復元した。建物内部の東側に上皇の御座所があると考え、上皇の出入り口
と考えられる東側の扉の上の屋根に唐破風を付加した（豊田裕章の原画にもとづき、因千枝子作画）。
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の
水
無
瀬
殿
に
関
す
る
叙
述
に
み
え
る
「
萱
葺
の
廊
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
長
廊
状
の
建
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

鎌
倉
幕
府
の
大
倉
御
所
の
侍
所
は
、
桁
行
十
八
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
建
物
は
、
お
そ
ら
く
水
無
瀬
離
宮
の
長
廊

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
長
廊
状
の
独
立
し
た
建
物
で
は
な
い
か
。

⑥
上
皇
の
御
願
寺
の
蓮
華
寿
院
（
水
無
瀬
御
堂
）

　

蓮
華
寿
院
は
、
後
鳥
羽
上
皇
の
御
願
寺
で
水
無
瀬
御
堂
と
も
呼
ば
れ
た
。
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
、
前
太
政
大
臣
大
炊
御
門
頼

実
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
。
そ
の
本
尊
は
等
身
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
り
、
後
鳥
羽
上
皇
自
ら
開
眼
を
行
っ
た
千
体
の
地
蔵
菩
薩
像
も

並
べ
安
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
寺
院
の
造
営
は
、
元
久
元
年
十
月
（
一
二
〇
四
）
に
逝
去
し
た
、
後
鳥
羽
上
皇
の
寵
妃
尾
張
局
の
追
善

の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
古
今
著
聞
集
』
の
説
話
か
ら
、
蓮
華
寿
院
は
、
山
近
く
に
あ
り
池
に
面
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
そ
の
跡
地
と
し
て
島
本
町
桜
井
付
近
を
推
定
す
る
。

⑦
新
御
所
（
上
御
所
）
と
南
御
所
（
薗
殿
）

　

水
無
瀬
殿
本
御
所
が
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
の
大
洪
水
で
顚
倒
流
出
し
た
た
め
、
他
所
を
選
び
定
め
て
水
無
瀬
殿
新
御
所
が
造
営

さ
れ
た
。『
仁
和
寺
日
次
記
』
で
は
、
こ
の
御
所
を
上
御
所
と
記
す
。
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
正
月
十
日
に
、
新
御
所
の
完
成
を
祝

し
て
移
徙
が
行
わ
れ
た
。
翌
日
の
正
月
十
一
日
に
は
新
御
所
と
考
え
ら
れ
る
寝
殿
の
南
の
孫
庇
（
広
庇
）
で
、
公
卿
に
よ
っ
て
御
遊
始

が
行
わ
れ
て
い
る
。
天
台
宗
の
重
書
で
あ
る
『
阿
娑
縛
抄
』
の
水
無
瀬
殿
で
の
地
鎮
に
関
す
る
記
載
や
指
図
を
も
と
に
、
新
御
所
の
寝

殿
の
構
造
を
、
母
屋
が
桁
行
三
間
、
梁
行
二
間
で
、
四
面
に
庇
が
め
ぐ
り
、
南
・
西
・
東
面
に
さ
ら
に
広
庇
（
孫
庇
）
が
設
け
ら
れ
て

い
た
構
造
で
あ
る
と
推
定
し
た
。



26

　

こ
の
『
阿
娑
縛
抄
』
の
記
載
や
指
図
か
ら
、
水
無
瀬
殿
新
御
所
は
平
地
に
立
地
し
、
そ
の
周
囲
が
「
築
垣
」
で
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
南
側
に
は
、
薗
殿
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
あ
る
、
区
画
を
異
に
す
る
南
御
所
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
史
料
に
記
さ
れ
た
門
の
位
置
や
御
車
宿
の
位
置
か
ら
、
新
御
所
は
東
側
を
ア
プ
ロ
ー
チ
と
す
る
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
正
時
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
新
御
所
に
関
連
す
る
よ
う
な
、
小
地
名
や
築
垣
の
痕
跡
ら
し
い
も
の
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
現
在
で
は
そ
れ
ら
は
ど
こ
で
あ
る
か
は
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
明
治
時
代
や
江
戸
時
代
の
古
図
類
を
検
討
し
て
、
小
地

名
や
築
垣
の
痕
跡
を
見
出
し
、
新
御
所
と
南
御
所
は
、
現
在
の
住
所
表
示
で
島
本
町
百
山
一
に
新
御
所
と
南
御
所
が
南
北
に
並
ぶ
形
で

存
在
し
た
と
考
え
た
。

⑧
水
無
瀬
殿
山
上
御
所

　

藤
原
定
家
は
、『
明
月
記
』
に
、
第
三
期
の
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
二
月
、
亜
相
（
大
納
言
）
に
よ
っ
て
山
上
に
新
御
所
が
造
営

さ
れ
た
と
伝
聞
で
記
す
。
こ
の
御
所
は
、
苑
池
や
滝
を
配
し
眺
望
を
重
視
し
た
構
造
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、『
明
月
記
』
の
記
載
に
関
し
て
、
同
年
正
月
に
移
徙
が
行
わ
れ
た
水
無
瀬
殿
新
御
所
と
同
一
の
も
の
と
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
水
無
瀬
殿
新
御
所
は
、
百
山
の
麓
に
立
地
し
て
、
四
周
を
築
垣
で
囲
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
山
上
に
あ
っ
た
と
す
る
『
明
月
記
』
の
記
載
と
合
わ
な
い
。

　

藤
原
定
家
の
私
歌
集
で
あ
る
『
拾
遺
愚
草
』
に
は
、『
明
月
記
』
に
伝
聞
で
記
し
た
こ
の
御
所
を
、
定
家
が
実
際
に
訪
れ
た
時
の
感

慨
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
水
無
瀬
殿
の
山
の
う
へ
の
御
所
」
と
い
う
名
称
で
記
し
て
お
り
、
こ
の
御
所
の
正
式
の
名
称
が
、「
水

無
瀬
殿
山
上
御
所
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
明
月
記
』
に
見
え
る
山
の
上
に
造
ら
れ
た
御
所
は
、
新
た
に
造

ら
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
平
地
に
造
営
さ
れ
た
水
無
瀬
殿
新
御
所
（
上
御
所
）
と
同
様
に
新
御
所
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
は
別
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の
水
無
瀬
殿
山
上
御
所
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
鶴
ヶ
池
か
ら
西
方
の
山
側
に

広
が
る
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
推
定
し
指
摘
し
て
い
た
場
所
か
ら
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
一
四
）
に
島
本
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
庭
園
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。

　

な
お
、
こ
の
山
上
御
所
を
上
皇
の
た
め
に
造
営
し
た
の
は
、
源
通
親
の
後
継
者
で
あ
る
源
通
光
で
あ
る
と
推
定
す
る
。

⑨
親
王
の
御
所

　
『
門
葉
記
』
の
修
法
に
関
す
る
記
載
か
ら
、
後
鳥
羽
上
皇
皇
子
の
六
条
宮
雅
成
親
王
の
御
所
が
、
水
無
瀬
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

桜
井
の
Ｊ
Ｒ
島
本
駅
の
西
側
の
山
麓
に
は
「
六
条
殿
」
と
い
う
小
字
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
小
字
に
は
、
景
石
状
の
石
が
水
没
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
島
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
御
所
池
と
い
う
池
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
南
に
は
岬
状
の
州
浜
を
有
す
る
苑
池
の
遺

構
ら
し
い
農
地
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
世
の
改
修
で
高
低
差
が
で
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
来
は
一
つ
の
池
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

六
条
宮
御
所
は
、
こ
の
池
に
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
近
臣
の
宿
所

　

建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
六
月
七
日
の
洪
水
の
際
、
後
鳥
羽
上
皇
は
源
通
親
の
宿
所
で
あ
る
「
内
府
上
直
廬
」
に
避
難
し
て
い
る
。

源
通
親
は
自
ら
の
別
業
を
上
皇
の
御
所
と
し
て
提
供
し
て
か
ら
も
、
水
無
瀬
殿
の
付
近
で
洪
水
の
影
響
を
受
け
に
く
い
場
所
に
、
宿
所

と
し
て
の
別
邸
を
構
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
源
通
親
の
宿
所
は
、『
明
月
記
』
に
「
内
府
泉
」
と
記
さ
れ
、
池
泉
の
あ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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水
無
瀬
に
は
、
他
に
も
、
藤
原
兼
子
、
大
炊
御
門

頼
実
、
尊
長
僧
都
な
ど
の
上
皇
の
有
力
近
臣
が
宿
所

を
所
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
通
親
の
宿
所

に
は
池
泉
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

摂
関
家
の
九
条
道
家
や
近
衛
家
実
も
自
前
の
宿
所
を

所
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
四
）
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
を
中
心
と
し
た 

　
　

水
無
瀬
（
河
陽
）
地
域
の
空
間
構
成

　

本
御
所
と
新
御
所
・
南
御
所
を
結
ぶ
、
馬
場
と
推

定
す
る
東
西
ラ
イ
ン
の
辺
り
は
、
馬
場
殿
、
長
廊
な

ど
の
関
連
施
設
も
設
け
ら
れ
た
水
無
瀬
殿
の
中
核
区

域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
核
区
域
に
は
、

条
里
的
地
割
を
部
分
的
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
街

区
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
街
区
は
、
本
御
所
に

近
い
側
の
も
の
と
、
新
御
所
に
近
い
側
の
も
の
で
異

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
前
者
を
街
区
Ａ
、
後
者
を

街
区
Ｂ
と
名
付
け
た
。
街
区
Ａ
は
本
御
所
を
中
心
に

図 2　鎌倉時代の水無瀬推定復元図
（国土地理院所蔵、明治23年測量地形図に加筆、出典豊田裕章2016）
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第
一
期
、
第
二
期
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
、
街
区
Ｂ
は
新
御
所
を
中
心
に
第
三
期
に
整
備
が
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ

う
な
違
い
を
生
じ
た
と
考
え
る
。

　

水
無
瀬
殿
は
、
こ
の
中
核
区
域
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
西
南
の
山
側
に
、
庭
園
施
設
を
擁
す
る
山
上
御
所
、
上
皇
の
御
願
寺
で
あ
る

蓮
華
寿
院
、
雅
成
親
王
の
御
所
を
配
し
て
、
広
大
な
広
が
り
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
水
無
瀬
の
地
域
に
は
、『
後

鳥
羽
天
皇
御
手
印
御
置
文
』
に
見
え
る
「
水
無
瀬
」、「
井
内
」
と
い
う
水
無
瀬
殿
に
直
接
的
に
付
属
す
る
土
地
だ
け
で
な
く
、
後
院
領

で
あ
る
桜
井
庄
が
あ
っ
た
。
水
無
瀬
殿
は
こ
の
よ
う
な
地
域
を
付
随
地
と
し
て
、
そ
こ
に
関
連
諸
施
設
を
広
く
展
開
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
図
二
は
、
こ
の
水
無
瀬
殿
を
中
心
と
す
る
水
無
瀬
地
域
を
概
括
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

鎌
倉
時
代
後
期
の
も
の
で
は
あ
る
が
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
は
「
水
無
瀬
湊
」
が
見
え
、
水
無
瀬
に
は
川
湊
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
川
湊
の
場
所
と
し
て
は
、
平
安
時
代
初
期
の
須
恵
器
の
大
甕
や
鎌
倉
時
代
の
常
滑
焼
の
大
甕
が
出
土
し
た
広
瀬
南
遺
跡
な
ど
が
該

当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
伝
聞
記
事
で
は
あ
る
が
、『
明
月
記
』
の
建
保
五
年
の
魚
市
移
設
の
記
載
か
ら
、
水
無
瀬
殿
を
中
心
と
す
る

水
無
瀬
地
域
の
経
済
的
な
機
能
の
整
備
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

二
、
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
の
機
能

　

水
無
瀬
殿
に
は
、
今
様
や
白
拍
子
合
、
蹴
鞠
な
ど
に
興
じ
る
遊
興
の
場
、
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
の
よ
う
な
歌
合
や
連
歌
会
の
行
わ

れ
る
よ
う
な
文
芸
の
場
、
笠
懸
や
競
馬
、
狩
猟
な
ど
の
武
芸
の
場
、
修
法
の
場
と
し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
水
無
瀬
殿
を
中
心

と
す
る
水
無
瀬
の
地
域
は
、
魚
市
の
移
設
の
記
事
に
う
か
が
わ
れ
る
経
済
的
な
拠
点
と
し
て
の
機
能
や
、
承
久
の
兵
乱
で
軍
勢
が
配
備

さ
れ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
軍
事
的
拠
点
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
れ
と
と
も
に
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
水
無
瀬
殿
は
実
務
的
な
政
務
運
営
の
拠
点
と
し
て
の

機
能
を
有
し
て
い
た
。
水
無
瀬
殿
で
は
、
京
か
ら
伺
候
し
た
弁
官
や
蔵
人
頭
に
よ
る
、
後
鳥
羽
上
皇
へ
の
上
奏
が
行
わ
れ
、
上
皇
の
水

無
瀬
殿
に
お
け
る
裁
定
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
介
し
て
朝
廷
に
伝
え
ら
れ
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
鳥
羽
上
皇
の
裁
定
は
、

上
皇
の
直
筆
の
書
簡
で
あ
る
「
御
文
」
や
「
女
房
書
状
」
と
い
う
形
で
伝
達
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
後
鳥
羽
上
皇
に
は
、
水
無
瀬
に

滞
在
中
も
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
四
月
十
五
日
の
園
城
寺
と
延
暦
寺
の
合
戦
の
際
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
喫
緊
の
政
治
的
課
題
に

対
す
る
報
告
が
即
座
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

　

筆
者
は
、
政
治
や
文
化
、
経
済
の
重
要
な
拠
点
と
な
る
場
所
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
人
口
の
集
中
の
度
合
い
が
低
く
て
も
都
市
と
表
現

す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
言
え
ば
、
水
無
瀬
殿
は
、
鳥
羽
、
宇
治
、
平
泉
、
福
原
、
鎌
倉
な
ど
と
同
様
に
重

要
な
中
世
都
市
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
は
、
本
御
所
、
新
御
所
、
南
御
所
な
ど
の
少
な
く
と
も
三
か
所
以
上
の
御
所
や
関
連
施
設
か
ら
成
る
中

核
区
域
だ
け
で
な
く
、
広
大
な
付
随
地
に
、
山
上
御
所
の
よ
う
な
苑
池
や
滝
を
配
し
て
眺
望
を
重
視
し
た
山
上
御
所
や
、
中
島
の
あ
る

池
に
面
し
た
上
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
蓮
華
寿
院
、
池
泉
を
と
も
な
っ
た
源
通
親
の
宿
所
で
あ
る
「
内
府
泉
」
な
ど
の
近
臣
の
宿
所
を
分

散
し
て
配
置
し
、
そ
れ
ら
を
水
無
瀬
殿
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
統
合
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

風
景
と
い
う
も
の
は
鑑
賞
者
の
立
つ
位
置
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
御
所
群
内
部
の
庭
園
に

と
ど
ま
ら
ず
、
付
随
地
も
含
め
た
一
帯
の
す
ぐ
れ
た
景
観
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
水
無
瀬
と
い
う
地
域
を
い
わ
ば
広
大
な
庭
園
と
し
て
機

能
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
塀
の
中
の
庭
を
主
体
と
し
て
周
囲
の
景
色
を
取
り
込
む
と
い
う
静
的
な
借
景
で
は
な
く
、
建
築

学
で
言
う
シ
ー
ケ
ン
ス
デ
ザ
イ
ン
の
よ
う
に
、
広
が
り
の
あ
る
地
域
の
自
然
の
景
観
そ
の
も
の
を
、
鑑
賞
者
が
広
範
囲
に
動
く
こ
と
に

よ
っ
て
庭
園
と
す
る
よ
う
な
動
的
な
庭
園
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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結　

語

　

水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
は
、
内
大
臣
で
あ
っ
た
源
通
親
の
山
荘
を
後
鳥
羽
上
皇
の
離
宮
と
し
た
第
一
期
、
寝
殿
の
改
修
、
小
御

所
や
上
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
蓮
華
寿
院
の
建
設
さ
れ
た
第
二
期
、
新
御
所
や
山
上
御
所
が
造
営
さ
れ
魚
市
が
移
設
さ
れ
た
と
い
う
第
三

期
と
次
第
に
拡
充
さ
れ
た
。

　

そ
の
盛
期
で
あ
る
第
三
期
の
水
無
瀬
殿
は
、
本
御
所
、
新
御
所
、
南
御
所
（
薗
殿
）
な
ど
の
複
数
の
御
所
や
小
御
所
、
馬
場
殿
、
長

廊
な
ど
の
付
属
施
設
か
ら
な
る
中
核
区
域
だ
け
で
な
く
、
そ
の
西
南
の
山
側
に
、
こ
れ
も
水
無
瀬
殿
を
構
成
す
る
御
所
の
一
つ
で
あ
る

山
上
御
所
が
造
営
さ
れ
た
。
ま
た
、
上
皇
の
皇
子
で
あ
る
雅
成
親
王
の
御
所
、
上
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
蓮
華
寿
院
（
水
無
瀬
御
堂
）
も

桜
井
付
近
の
山
側
に
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
御
所
の
周
辺
に
は
、
源
通
親
、
藤
原
兼
子
、
大
炊
御
門
頼
実
、
尊
長
僧

都
な
ど
の
上
皇
の
有
力
近
臣
の
宿
所
も
設
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
は
、
遊
興
の
場
、
文
芸
の
場
、
武
芸
の
場
、
修
法
の
場
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
軍
事
的

拠
点
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
重
要
な
政
策
決
定
が
な
さ
れ
る
政
務
の
拠
点
で
あ
り
、
経
済
的
な
拠
点
と

し
て
も
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

政
治
や
文
化
、
経
済
の
重
要
な
拠
点
と
な
る
場
所
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
人
口
の
集
中
の
度
合
い
が
低
く
て
も
都
市
と
表
現
す
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
言
え
ば
、
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
は
、
鳥
羽
、
宇
治
、
平
泉
、
福
原
、
鎌
倉
な
ど
と
同

様
に
重
要
な
中
世
都
市
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

承
久
の
兵
乱
で
頓
挫
し
な
け
れ
ば
、
水
無
瀬
殿
の
あ
る
水
無
瀬
の
地
域
は
、
後
鳥
羽
上
皇
の
重
要
な
都
市
と
し
て
さ
ら
に
発
展
し
て
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い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

水
無
瀬
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
開
発
で
風
景
が
変
貌
し
た
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
も
、
ま
だ
後
鳥
羽
上
皇
の
時
代
の
歴
史
的

な
痕
跡
や
情
景
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
歴
史
遺
産
と
し
て
保
存
さ
れ
後
世
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
望
み
ま
す
。

【
参
考
文
献
】（
紙
幅
の
関
係
か
ら
拙
稿
の
掲
示
に
と
ど
め
た
）

豊
田
裕
章
「
復
元
水
無
瀬
離
宮　

後
鳥
羽
上
皇
の
庭
園
都
市
」（
白
幡
洋
三
朗
、
錦
仁
、
原
田
信
男
編
『
都
市
歴
史
博
覧　

都
市
文
化
の
な
り
た
ち
・

し
く
み
・
た
の
し
み
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）

豊
田
裕
章
「
水
無
瀬
殿
の
総
合
的
研
究
」（
奈
良
文
化
財
研
究
所　

文
化
遺
産
部
編
『
平
成
二
十
三
年
度　

庭
園
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書　

鎌
倉
時
代
の
庭
園　

京
と
東
国
』、
奈
良
文
化
財
研
究
所　

文
化
遺
産
部
、
二
〇
一
二
年
）

豊
田
裕
章
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
離
宮
お
よ
び
山
荘
と
庭
園
」（
白
幡
洋
三
郎
編
『『
作
庭
記
』
と
日
本
の
庭
園
』
所
収
、
思
文
閣
、
二
〇
一
四
年
）

豊
田
裕
章
「
水
無
瀬
殿
（
水
無
瀬
離
宮
）
の
都
市
史
な
ら
び
に
庭
園
史
的
意
義
」（
奈
良
文
化
財
研
究
所
学
報
第
九
十
六
冊　

研
究
論
集
十
八
『
中
世

庭
園
の
研
究
─
鎌
倉
・
室
町
時
代
─
』
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構　

奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）

　

な
お
、
二
〇
一
九
年
度
に
刊
行
さ
れ
る
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
「
東
西
知
識
交
流
と
自
国
化
─
汎
ア
ジ
ア
科
学
文
化
論
」
の
論
集

で
あ
る
『
天
と
地
の
科
学
』
に
、
水
無
瀬
離
宮
の
構
造
に
関
し
て
本
講
演
以
後
に
検
討
し
た
問
題
な
ど
も
加
筆
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
選
地
・
設
計
思

想
に
つ
い
て
考
察
し
た
、
拙
稿
「
後
鳥
羽
上
皇
の
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
の
構
造
と
そ
の
選
地
思
想
に
つ
い
て
」
が
掲
載
予
定
で
あ
る
。

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

後
鳥
羽
上
皇　

離
宮　

中
核
区
域
の
形
成
と
外
部
へ
の
広
が
り　

拡
充　

シ
ー
ケ
ン
ス　

政
治
や
経
済
の
拠
点　

都
市




